
議案第74号 

 

   つくば市市民利用会議室条例の一部を改正する条例について 

 

上記の議案を次のとおり提出する。 

 

令和４年９月９日 

 

つくば市長 五 十 嵐 立 青 

 

 

つくば市市民利用会議室条例の一部を改正する条例 

 

 つくば市市民利用会議室条例（令和４年つくば市条例第13号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第２条の表に次のように加える。 

かとりだい交流館市民利用会議室 つくば市島名1716番地（香取台Ａ50街区

１画地） 

別表に次のように加える。 

かとりだい交流館市民利用会議室 会議室１ 300円 

会議室２ 300円 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例による改正後のつくば市市民利用会議室条例の規定によるつくば市



市民利用会議室の使用の許可その他の行為は、この条例の施行の日前において

も行うことができる。 

 （提案理由） 

 新たな市民利用会議室として、「かとりだい交流館市民利用会議室」を開設する 

ため、この条例案を提出するものである。 



議案第74号資料 

 

つくば市市民利用会議室条例（令和４年つくば市条例第13号）新旧対照表 

改正後 改正前 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

名称 位置 

（略） （略） 

かとりだい交流館市民利用会議室 つくば市島名1716番地（香取台Ａ50街区

１画地） 
 

名称 位置 

（略） （略） 
 

第３条―第１６条 （略） 第３条―第１６条 （略） 

附則 （略） 附則 （略） 

別表（第９条関係） 別表（第９条関係） 

名称 使用区分         使用料の額（１時間当たり） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） 

かとりだい交流館市民利用会議室 会議室１ 300円 

会議室２ 300円 
 

名称         使用区分         使用料の額（１時間当たり） 

（略） （略） （略） 

（略） （略） 
 

 


